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本事業は、多摩・島しょ地域の自然・食などの地域資源を生かした体験型コンテ

ンツの開発・磨き上げを行う等のアドベンチャーツーリズムに係る新たな取組を、

経費助成等を行うことにより支援し、自然・文化を深く体感できる目的地として旅

行者の来訪・滞在を促し、旅行者による消費機会の拡大を図り観光産業の回復につ

なげることを目的とします。 

 

 

 

  多摩・島しょ地域におけるアドベンチャーツーリズムに係る新たな取組に対して、

費用を助成するとともに、アドバイザーによる支援及び広報支援を行います。 

 

（１） 支援予定数 

１０件程度 

 

（２） 助成金 

  ア 助 成 率  助成対象と認められる経費の３分の２ 

※助成金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て 

 

イ 助成限度額  ２,０００万円（下限額：１００万円） 

 

ウ 助成対象経費 「６ 助成対象経費」を参照してください。 

   

エ 助成対象期間 

    令和７年１０月１日から２年以内（最長で令和９年９月３０日まで） 

     ※上記期間内に契約、取得、実施、支払いが完了する経費が助成対象とな

ります。 

     ※助成事業終了後に実績を確認・検査したうえで、助成金を交付します。 

 

（３） アドバイザーによる支援 

  ア 事業計画の実行支援 

    コンテンツ開発、プロモーション等の専門家を派遣し、助言等を行います。 

   

イ アドバイザー支援期間 

    助成対象期間内 

１ 事業の目的 

2 事業内容 
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〔派遣回数：１０回まで〕 

 

（４）広報支援 

助成対象期間が終了する日の属する翌年度の末日までに、広報プロモーターに

よる広報支援（アドベンチャーツーリズム推進に係る各取組のメディア発信等）

を実施します。 

※例えば、令和７年度末までに助成対象期間が終了する場合は、令和８年度末ま

でに広報支援を実施します。 

※広報支援のタイミングについては、事業の進捗状況に応じて前後させることが

可能ですので、ご相談ください。 

 

 

 

 

都内の観光協会等、商工会等、民間事業者等が多摩・島しょ地域で自ら実施する、

アドベンチャーツーリズム推進に係る以下の新たな取組が支援対象事業となります。 

 

［ソフト事業］マーケティング、コンテンツ開発、モニターツアー、 

ブランディング、プロモーション等 

［ハード事業］ＩＣＴ化、機器導入、施設整備等 

 

※１ 当事業におけるアドベンチャーツーリズムとは、「自然」、「アクティビテ

ィ」、「文化体験」の３要素のうち２つ以上で構成される旅行のことをいいま

す。３要素の考え方について、具体的な想定は以下のとおりです。 

「自然」…その土地ならではの自然 

「アクティビティ」…体を動かすこと自体が主目的のアクティビティ活動 

「文化体験」…その土地のありのままの本物の文化体験 

【参考文献】 

アドベンチャーツーリズム ナレッジ集（2022年３月/国土交通省 観光庁 観光地域

振興部 観光資源課） 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/810001855.pdf 

また、以下の 5つの体験価値を満たすと望ましいとされています。本事業では

必須ではありませんが、これらの体験価値を意識して新たな取組を実施していた

だくようお願いします。 

（１）「いままでにないユニークな体験（The Novel and Unique）」…その他の場

所では味わえない、その地ならではの体験がある 

（２）「自己変革（Transformation）」…体験を通じて、自己が成長・変化 

３ 支援対象事業 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/810001855.pdf
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していくことを感じることができる 

（３）「健康であること（Wellness）」…旅行前よりも心身ともに健康なった感覚

を得ることができる 

（４）「挑戦（Challenge）」…身体的・精神的にさまざまな意味合いでの「挑戦」

の要素が体験に含まれている 

（５）「ローインパクト（Impact）」…体験にあたって、文化や自然に対して 

インパクトを最低限に抑えられていると感じられる 

【参考文献】 

アドベンチャートラベルの推進について（2021年 1月/国土交通省 北海道運輸局観

光部 ） 

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000235639.pdf 

※２ 事業者の本店・支店が２３区内にある場合も、多摩・島しょ地域で対象事

業を実施する場合は対象となります。 

なお、多摩・島しょ地域とは、次に掲げる地域を指します。 

ア 多摩地域 

東京都内の区部および島しょ地域を除く地域 

イ 島しょ地域 

大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ

島村、小笠原村 

   

※３ 事業の実施にあたっては、SDGｓを意識した取組を実施してください（環境

に配慮した取組など）。 

 

 ＜想定される事業例＞ 

 ○ リバーアクティビティを組み込んだツアーの磨き上げ 

   地域の独特の自然地形を生かしたリバーアクティビティのコースの整備及び宿

で提供される食事のアップデートを行い、高価格商品への磨き上げを行うととも

に、ウェブサイト改修やプロモーション素材の制作等を実施し、ブランド化を実

施 

 ○ グランピング施設と農園を組み合わせた観光商品の造成 

 グランピング施設と農園を併設した施設の整備を行うとともに、地域の食文化

を伝えるガイドの育成を行い、伝統的な栽培方法で育てた食材の収穫体験及びグ

ランピング施設での調理体験を提供する観光商品を造成 

 〇 都内の酒造を巡るウォーキングツアーの造成 

多摩地域の酒造を訪れ、地域の方々と触れ合いながらお酒を味わうと共にその

お酒が育まれた土地をガイドの案内を受けながら散策やその土地ならではの郷土

料理や伝統文化を楽しむ旅行商品を造成し、モニターツアーの実施や海外向けの

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000235639.pdf
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プロモーションやガイド育成を行う。 

 

 

 

（１）開業、運転資金等の本事業と直接関係のない経費の助成を目的としている事業 

（２）アドベンチャーツーリズム推進に係る取組の内容が特定の顧客（法人・個人）

向けで、汎用性のない事業 

（３）単発の事業で、地域への定着など継続性がない事業 

（４）公序良俗に反する事業など、事業の内容について適切ではないと判断する事業 

（５）宗教的活動又は政治的活動を目的とした事業 

（６）その他、公金の使用趣旨に照らして、適切でないものと公益財団法人東京観光

財団（以下「財団」という。）が判断する事業 

 

 

   

申請にあたっては、以下の（１）と（２）の全ての要件を満たす必要があります。 

 

（１） 次の①～⑤のいずれかに該当する者 

 

① 観光協会等 

    「観光協会等」とは、地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする区市町

村又は東京都との連携の下に設立された都内に所在する団体をいいます（法人格

不問）。 

 

② 商工会等 

    「商工会等」とは、商工会法（昭和 35年法律第 89号）に規定する商工会及び商工

会連合会並びに商工会議所法（昭和 28 年法律第 143 号）に規定する商工会議所で

あって、都内に所在する団体をいいます。 

 

③ 特定非営利活動法人 

④ 一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人 

   ③、④に宗教法人、社会福祉法人等は含まれません 。 

 

⑤ 民間事業者（営利を目的とする私企業及び個人事業者）のうち、以下の（ア）

～（ウ）の条件を満たす者 

（ア）東京都内で、旅行者向けの事業を営む（予定を含む。）観光関連事業者で次の

A～Dのいずれかに該当する者 

５ 申請者要件 

4 支援対象とならない事業 
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 A 東京都内において、旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１

項の許可を受けて、同法第２条第２項又は第３項の営業を行っている宿泊

事業者 

 B 東京都内において、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）で定める

飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている飲食事業者 

 C  東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者 

 D その他東京都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開

発・製造・販売などを行っている者 

 

（イ）以下の A～C の全てに該当する者 

 A 東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、令和７年４月２４日現在

で引き続き１年以上事業を営んでいる者 (個人事業者含む。) 

 B 令和７年４月２４日以前の１年以内に休眠・休業（自然災害等に基づく

休業は除く。）していないこと 

 C 助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であるこ

と 

 

（ウ）以下の A～C のいずれかに該当する者 

A 法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本

（履歴事項全部証明書）により都内所在等が確認できること。また都税事

務所発行の納税証明書を提出できること。 

B 個人事業者で事業税が課税対象の方の場合は、税務署に提出した「個人

事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。

また都税事務所発行の納税証明書（事業税が非課税につき提出できないも

のを除く。）及び区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できる

こと。 

C 個人事業者で事業税が非課税の方の場合は、税務署に提出した「個人事

業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。ま

た代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の

住民税納税証明書を提出できること。 

 

（２）次の A～Jの全てに該当する者 

A  暴力団（東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号。以下

「条例」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員

（条例第２条第３号に規定する暴力団員をいう。）、暴力団関係者（条例第

２条第４号に規定する暴力団関係者をいう。）又は遊興娯楽業のうち風俗

関連業、ギャンブル業、賭博業等、東京都又は財団が公的資金の助成先と
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して適切ではないと判断する業態及びこれに類するものではないもの 

B 申請日までの過去５年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、

刑事法令による罰則の適用を受けていない者（法人その他の団体にあって

は代表者も含む。）  

C 事業税等を滞納していないこと。（都税事務所との協議のもと、分納して

いる期間中も申請できません。） 

D 東京都及び財団に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていない

こと 

E 申請日までの過去５年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、

財団・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等

の事故を起こしていないこと。 

F 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）、会社更生法（平成 14 年法律第

154 号、破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく申立・手続中（再生計画

等認可後は除く。）、私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な

状況が存在していないもの 

G 事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守するもの 

H 本事業への申請は、一事業者一申請に限ること 

I 本事業と同一内容・経費で財団が実施する他の助成事業へ併願申請をし

ていないこと。但し、他の助成金においてすでに不採択の通知が出ている

場合を除く。 

J 同一テーマ・内容で、国・都道府県・財団・東京都中小企業振興公社等

から助成を受けていないもの 

K その他財団が公的資金の助成先として適切でないと判断するものでない

こと 

 

 

 

助成対象経費は、「３ 支援対象事業」に係る次の（１）～（４）の条件に適合する

経費で「助成対象経費一覧」に掲げる経費です。 

（１）助成事業として決定を受けた事業を実施するための必要最小限の経費 

（２）助成対象期間内に契約、取得、実施、支払いが完了した経費 

（３）助成対象（使途、単価、規模等）の確認が可能であり（※）、かつ、本助成事

業に係るものとして、明確に区分できる経費 

※ 原則として、申請書記載の機器等購入物品や当該助成事業の成果物が東

京都内で確認できること。 

（４）財産取得となる場合は、所有権等が助成事業者に帰属する経費 

  

6 助成対象経費 
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【助成対象経費一覧】 

１ 外注・委託費 

アドベンチャーツーリズムの実施に直接必要な業務で、対象事業者が直接実施

することができないもの又は実施することが適当でないものについて、外部の事

業者、大学等に外注・委託する場合に要する経費 

【経費例】マーケティング調査委託、モニターツアー実施委託、デザイン委託、

ブランディング 

 

２ 人材育成費 

アドベンチャーツーリズムの実施に直接必要な人材育成のための研修会・検討

会の開催・参加に要する経費 

【経費例】コーディネーター・ガイド研修費、マニュアル作成費用 

＜注意事項＞ 

ア 人材育成費のみでは、申請できません。 

  イ 自社内での研修等においては、専門家からアドバイスを受けるなど、外部

専門家などを活用して人材育成を行う場合が対象です。 

ウ マニュアル等を作成した場合、成果物の提出を求める場合があります。 

エ 助成対象期間中に新たに契約、実施したもののみ助成対象となります。 

 

３ 産業財産権出願・導入費 

開発したコンテンツ、システム等に係る商標権、特許権等の産業財産権の出願

（調査も含む）に要する経費及び必要な産業財産権を他の事業者から譲渡又は

実施許諾を受けた場合の経費 

＜注意事項＞ 

  ア 出願後の経費（審査請求、登録料、維持年金等）は助成対象となりませ

ん。 

  イ 助成対象期間内に出願手続が完了していることが必要です。 

 

４ 広告費 

アドベンチャーツーリズムの実施に直接必要な広告に要する次の（１）～

（３）に掲げる経費 

（１）外部事業者へ委託して行う宣伝用のカタログ・パンフレット、ＨＰ、 

プロモーション映像等の製作に要する経費（翻訳費を含む。） 

（２）外部事業者が発行・運営している新聞・雑誌・Ｗｅｂ（リスティング 

広告、バナー広告等）への広告に要する経費（翻訳費を含む。） 

※ Web広告の配信結果報告書作成に要する経費も対象ですが、報告書等の

契約履行が確認できるものが必要です。 

※ リスティング広告はキーワード毎の掲載期間、クリック数、平均単価

等が分かる書類が必要です。リスティング広告・バナー広告等はリン

ク先が対象サービス・商品のページに直結していることが必要です。 

（３）自社が開催するPRイベントに要する経費（会場借上費用、装飾等の資材

費・運搬費、出演料、保険料、通訳・翻訳費を含む） 
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５ 専門家指導費 

アドベンチャーツーリズムの実施に直接必要な専門的な技術・知識等につい

て、新たに外部の専門家から指導・助言を受ける場合の謝金に要する経費（外部

専門家が事業者の事務所等へ赴く場合に支払われる交通費を含む。） 

【経費例】マーケティング指導費用、コンテンツ開発指導費用 

  ＜注意事項＞ 

  ア 専門家指導費のみでは、申請できません。 

イ 自社の取組みに対し、専門家からアドバイスを受ける場合が対象です。専

門家に事業の一部を依頼する場合は、「外注・委託費」に計上してくださ

い。また、人材育成に係るものは「人材育成費」に計上してください。 

  ウ 指導報告書の提出が必要です。 

エ 助成対象期間中に新たに契約したもののみ助成対象となります。 

  オ 交通費のうち、以下のものは助成対象となりません。 

タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代など公共交通機

関以外のものの利用による交通費（他に鉄道のグリーン車利用料金、航空機

の国内線のプレミアムシート等及び国際線のファーストクラス・ビジネスク

ラス料金等） 

  カ 交通費のうち、等級を設ける船を利用する場合、船舶運賃が三段階に分か

れているものは中級以下（例えば、「特等」「一等」「二等」と分かれて

いるものは「一等」）、二段階に分かれているものは下級の運賃を助成対

象とします。 

  キ 既存事業や経営に係る顧問契約の一部を助成対象とすることはできませ

ん。 

ク 助成事業の事務手続きに係る指導・助言は助成対象となりません。 

 

６ ICT化経費 

アドベンチャーツーリズムの実施に直接必要な新たなシステム構築、ソフトウ

ェア導入、クラウド利用等に要する経費 

【経費例】専用システム・アプリケーションの構築、ＡＩ（人工知能）の導入・

利用、ビッグデータ取得・解析経費 

（１）システム構築費 

新たなシステム構築に要する経費 

 ※助成対象期間内にシステム構築の完了が必要です。 

 ※システム保守費用は助成対象外です。 

 

（２）ソフトウェア導入費 

新たなソフトウェア導入に要する経費 

 ※ワード、エクセル等の汎用性のあるものは助成対象外です。 

 ※継続したソフトウェアの導入・利用の場合は、助成対象期間内の経

費が助成対象です。 

 

（３）クラウド利用費 
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自社が保有していないサーバーにインターネット等を介して接続し、ア

プリケーション機能の提供を受け、またデータの保存領域の割り当てを受

けるための新たな経費 

 

【初期費用】 

・サーバー初期設定経費、アプリケーション構築経費（専門カスタマイズ

経費を含む。）、データ移行経費、専用アプリケーションの利用マニュア

ル作成経費 

     【月々の利用料】（助成対象期間内の経費が対象。） 

・サーバー利用料、アプリケーション利用料、専らクラウド利用のために

サーバーに接続するための通信費、専用アプリケーションのサポート経

費 

 

（４）データ取得・解析経費 

新たなデータの取得及び解析に関する経費 

 

７ 機器・備品等購入費 

アドベンチャーツーリズムの実施に直接必要な機器、設備、備品の新たな購

入、リース、レンタルに要する経費（据付費、運送費用も含む）。 

【経費例】アクティビティや文化体験に利用する物品 

＜注意事項＞ 

ア １点あたりの購入単価が１万円（税抜）以上のものを対象とします。 

イ リース、レンタルにより調達した場合は、助成対象期間内に新たに賃貸借

契約を締結したものに限り助成対象となります。 

ウ 割賦により調達した場合はすべての支払いが助成対象期間内に終了するも

のに限り助成対象となります。 

エ 次の経費は、助成対象となりません。 

（ア）リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費 

（イ）事業実施場所以外に設置する機器・備品等に係る経費 

（ウ）中古品の購入等に係る経費 

 

８ 施設整備費 

アドベンチャーツーリズムの実施に係る施設や設備の整備や改修に要する工事

経費 

【経費例】アクティビティや文化体験に活用する拠点の設置や遊歩道、案内看板

設置 

＜注意事項＞ 

ア 申請事業と直接関係する工事が補助対象となります。老朽化等に伴う単な

る改装等は補助対象となりません。 

イ 原材料を調達して自らが工事を行った場合の経費は補助対象外です。 

ウ 割賦により工事を行った場合はすべての支払いが助成対象期間内に終了す

るものに限り助成対象となります。 

エ 次の経費は、助成対象となりません。 
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（ア）リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費 

（イ）交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費 

（ウ）工事終了後の維持費、メンテナンスに係る消耗品費 

 

※本事業に係る１件あたり１００万円以上（税込）の経費については、申請者自

らが２社以上の複数業者から見積書を徴求し、業者選定を行ってください。 

 

 

 

 (1) 「6 助成対象経費」に記載のない経費 

＜助成対象外経費の例＞  

区分 摘要 

土地・建物・施設取得費 
土地・建物・施設の取得、造成及

び補償に要する経費 

賃借料 
不動産を借りる場合に必要な土地

の賃借料等 

消耗品の購入 事務用消耗品等 

助成事業者の人件費  

旅費 
但し、専門家指導費に係るものは

可とする。 

経常的な経費 

施設の維持管理費、光熱水費、既

存のサーバー使用料・回線使用料

等 

金券等購入費  

租税公課 消費税、地方消費税等 

車両・船舶購入費 
但し、キャンピングトレーラー

等、専ら事業に使用する場合は可 

その他事業に直接関係しない経費 

儀礼的経費、振込手数料、借入金

等の支払利息、使用実績のないも

の等 

 

(2) 契約、取得、実施及び支払いまでの一連の手続が助成対象期間内に行われてい

ない経費 

(3) 国・都・財団・東京都中小企業振興公社等が実施する助成金の交付を受けた経

費（ただし申請者が観光協会等である場合、市町村からの補助金は併用可）。 

(4) 事業の実施に関係のない設備等の購入、業務委託等の経費、申請書に記載のな

い経費 

(5)  見積書、契約書、仕様書、請求書等の帳票類に不備がある経費 

(6) 通常業務・取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが明

確に区分できない経費 

(7) 他の取引と相殺して支払いが行われている経費 

７ 助成対象外経費 
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(8) 他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費（原則は振込払

い。） 

(9) 汎用性があり、目的外使用になり得るもの 

(10) 一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費 

(11) 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

(12) その他対象外と認められる経費 

 

【その他注意点】 

○ ポイントカードの使用について 

物品の購入等にあたり、ポイントカードは原則、使用しないこと。（クレジッ

トカードによる支払い時に付与されるポイントも含む） 

やむを得ずポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に任意

様式にて報告すること。この際、原則、１ポイント１円換算として助成対象経費

から除外する。 

※カードを用いない、Web決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする。 

 

○ 契約・購入先の制限 

原則、親会社、子会社、グループ企業等関連会社（自社と資本関係のある会

社、役員等（これに準ずる者を含む）又は社員を兼任している会社、代表者の三

親等以内の親族が経営する会社等）との取引を制限する。一度、他の業者を介し

て、再委託等を受ける行為なども同様とする。 

なお、事業の特性上、親会社、子会社、グループ企業等と契約することでより

効果的な事業実施が可能となる場合は、財団へ相談すること（妥当な契約金額で

あるか等の確認のため、資料提出等を要求する場合がある）。 

※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む。 

○ 収入の適切な管理、申告について 

収入（入場料、協賛金、寄付金など当該事業に係る一切のもの）については、  

経理上の帳簿等で適切に管理し、実績報告時に提出すること。 
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１ スケジュール 

 

 

２ 申請方法 

（１）郵送での申請 

受付期間内に必要書類を郵送で提出してください。 

 

  ［受付期間］令和７年４月２４日（木）から令和７年６月２７日（金）17時必着 

［必要書類及び部数］「申請時必要書類一覧」（別紙１）のとおり 

  ［提出方法］配達されたことが記録として残る「簡易書留」、「特定記録」等で次

の宛先まで送付してください。 

併せて、「申請時必要書類一覧」（別紙１）に記載の全ての書類の電

子データもご提出ください。 

※メールのみでの申請は受け付けません。 

 

        〒163-0915 東京都新宿区西新宿 2-3-1 新宿モノリス 15階 

公益財団法人東京観光財団 地域振興部 事業課  

「アドベンチャーツーリズム助成金」担当 宛 

 

＜電子データ＞ 

      【送信先アドレス】chiiki@tcvb.or.jp 

      【注意点】 

最大2年間

R７

９月

上旬

R７

９月

下旬

⇨

補

助

金

交

付

R７

４月

24日

R７

７月

上旬

R７

８月

中旬

R７

９月

中旬

約1か月

⇨ ⇨

実

績

報

告

⇨

完

了

検

査

アドバイザー派遣期間
申

請

書

提

出

⇨

一

次

審

査

(

書

類

審

査

)

⇨

二

次

審

査

(

面

接

審

査

)

⇨

支

援

対

象

者

の

決

定

～ ～ ～ ～

R７

６月

27日

R７

８月

上旬

助成対象期間

（Ｒ７年10月～）

８ 申請から助成金交付までの流れ 
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       ・メールの件名を【アドベンチャーツーリズム助成金】とし、後ろに

「団体名」を付してください。例：【アドベンチャーツーリズム助成

金】（〇〇観光協会） 

       ・編集可能なファイル形式（Excel、Word形式）で送付ください。 

        PDF形式では、送付しないようにしてください。 

 ・実行形式ファイル（「.exe」等）は、観光財団のセキュリティ対策

によりメールから自動的に削除される可能性がありますのでご注意

下さい。 

 

［留 意 点］事業実施に当たり、行政機関等の許可等が必要な場合は、申請前に

実施内容等について当該行政機関等と十分に調整を行ってください。 

 

（２）申請に係る書類は、財団のホームページからダウンロードできます。 

（令和７年４月２４日以降） 

URL：https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2025/0424_6756/ 

 

３ 支援対象の決定 

 ・申請書に基づき、一次審査（書類審査）を行います。一次審査を通過した申請者

に対し、二次審査（面接審査）を行い、支援対象を１０件程度決定します。 

 ・申請書の提出後の修正・加筆は認められません。また、提出された書類の返却は

致しません。 

 

（１）一次審査（書類審査） 

・応募があった事業については書類審査を行い、二次審査を実施する事業を選定い 

たします。一次審査の結果は、応募いただいた全ての申請者にお知らせします。 

・審査の結果は、書面にてお知らせします。審査の経過・結果に関するお問い合わ 

 せには、一切応じられません。 

 

（２）二次審査（面接審査） 

・一次審査通過者に対して、面接審査（申請内容の説明・質疑応答等）を実施しま 

 す（経営コンサルタント等は同席できません）。二次審査の後、支援事業を決定し 

ます。 

・審査の結果は、書面にてお知らせします。審査の経過・結果に関するお問い合わ 

 せには、一切応じられません。 

 

（３）審査の視点 

 下記の審査の視点を踏まえ、総合的に審査を行います。 

https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2025/0424_6756/
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審査基準 ポイント 

a地域性 

・地域の魅力を事業に反映できているか 

・事業の効果的な展開や継続性を図るため、地域関係者（自

治体、観光協会、商工団体）との連携体制は組めているか 

・実施地域の自治体の取組・方針に沿ったものであるか 

b新規性 

・実施エリアにおいて、事業モデルの新規性・競争優位性は

あるか 

・旅行者に提供する新しい経験・価値等があり、旅行者の消

費額増加や満足度向上に繋がるような内容か 

c事業性 

・市場動向、ターゲット顧客等の分析は適切か 

・集客の仕組やプロモーションは具体性があり、適切か 

・売上計画は適切か 

・事業の継続・拡大を見据えた計画を立てているか 

d実現性・確実性 

・社内外の実施体制は構築されているか 

・人材、ノウハウ、ブランド価値等の社内資源を有している

か 

・安全性確保、法令遵守の取組となっているか 

・自然環境の所有者・管理者等の関係者と事前調整や合意形

成が十分に取れているか 

・権利関係を踏まえた交渉・調整ができているか 

・資金計画やスケジュールに無理はないか 

e 適合性・波及性 
・本事業の趣旨に合った事業であるか 

・観光業界、地域等、自社以外への波及効果はあるか 

 

（４） 審査スケジュール 

一次審査（書類審査）：令和７年７月上旬～令和７年８月上旬を予定 

二次審査（面接審査）：令和７年８月中旬～令和７年９月上旬を予定 

   ※一次審査を通過され、二次審査に進む方には、一次審査の結果をお伝えする    

際に、二次審査の日時・場所等の詳細をご連絡します。 

 

４ 審査結果及び支援決定 

 (1) 申請内容を審査し、適当と認めるときは支援決定を行い、交付決定通知書によ

り通知します。なお、交付申請額と交付決定額は異なる場合があります。 

  (2) 審査内容について公表はしません。また、審査結果については、令和７年９月

中旬から９月下旬頃に通知を予定しています。なお、異議の申し立ては認めませ

ん。 

 (3) 交付決定額は助成金の上限を示すものであり、事業完了後に実績報告の提出を

受け、助成金の額を確定します。 

 (4) 助成金交付決定に当たって、必要に応じて条件を付す場合があります。 
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 (5) 支援対象者として決定された場合、企業名、代表者名、所在地（都道府県名）、

事業期間及び事業概要について公表する場合があります。 

 

５ 事業実施 

  事業の開始は、交付決定通知書に記載の助成対象期間の開始日（令和７年１０月

１日予定）以降となります。助成事業に係る委託業務等の契約締結や備品の購入等

は、必ず助成対象期間の開始日以降に行ってください。また、助成事業に係る経費

の支払いは、助成対象期間内に必ず完了してください。（助成対象期間より前に支出

した経費及び助成対象期間内に支払いが完了していない場合は、助成対象となりま

せん。） 

 

 (1) 契約について 

  ① １件あたり１００万円以上（税込）の発注をする場合には、原則２社以上の

複数業者から競争により業者選定を行ってください。この過程において、価格

競争を行うという当趣旨に沿って、必ず中立な立場から、申請者自らが、２社

以上の見積書を取得してください。 

② 原則として、競争入札又は見積合わせ方式によることとし、最も低い価格を

提示した業者を選定してください。 

価格競争の趣旨は、助成金が納税者の貴重な税金を原資としている事業であ

ることから、適切な価格での経費の支出、真に必要なもののみの購入など、適

正な事業実施を求めるものとなります。この点を留意の上で申請、事業実施を

行ってください。 

③ 以下の【不正となる行為】（例）及びそれ以外でも、競争入札の趣旨に反した

不適正な行為が判明した場合、助成金を交付できない（交付済みの場合は返還を

求める）場合があります。 

 

   【不正となる行為】（例） 

 

④ 選定した業者との契約は、助成対象期間開始後に締結してください。助成対

象期間前に締結した場合、助成金の支払いが出来ません。 

 

 

・受託予定の業者が予め決まっており、その業者が他社から見積りを取得する 

などし、見積書の数字を意図的に高額にするなど、価格競争が実質的に作用 

しない行為。 

・価格競争を逃れるために、同一業者との契約で、恣意的に 100万円未満の契約 

 を複数する、契約の小分け行為など。 
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(2) 経理について 

① 事業に要する経費については、「交付決定を受けた団体の名称及び代表者」を

口座名義人とする預金口座にて管理し、帳簿、預金計算書、融資計算書等によ

り出所を明確にしてください。 

② 支払方法は、金融機関、郵便局による振込払いを原則とします。契約業者への

支払いは、「交付決定を受けた団体の名称及び代表者」を口座名義人とする預

金口座から、口座振込により行ってください。 

③  助成事業に係る経費の支払いは、助成対象期間内に必ず完了してください。

支払いが完了していない場合、助成金は支払いできません。 

④ クレジットカードによる支払いは、次の条件をすべて満たしている場合のみ助

成対象となります。 

・利用日および口座からの代金引き落とし日が、助成対象期間内であることが

確認できること 

・支払方法がリボ払い、分割払いでの決済でないこと 

・助成事業者を構成する団体本人のカード（法人の場合は法人カード）を使用

した支払いであること 

・助成事業者を構成する団体名義の口座からの引き落としが確認できること 

・利用月の支払明細書、預金通帳の写し又は当座勘定照合表の写し、付与され

たポイントもしくは還元率が分かる資料を提出することにより決済の確認が

できること 

⑤ 現金による支払いは、次の条件をすべて満たしている場合のみ助成対象となり

ます 。 

・総額 10万円未満（税込）の支払いで、振込が困難な場合 

・該当経費が明確に区分できる支払先発行の領収書・明細書を提出することに

より、決済の確認ができること 

 

 (3) 支払い及び収入の確認について 

   実績報告において、見積書、契約書又は請書、仕様書、完了届又は納品書、請

求書、振込受付書控え(振込先が明記された金融機関発行のもの)、預金通帳、元

帳、収入実績がわかる帳簿、写真（事業の成果がわかるもの、施設の改修前後の

様子が分かるもの）等を確認します。関係書類を整理、保管してください。 

 

 (4) 計画変更等について 

  ① 助成事業の実施は、申請書に基づき、「交付決定通知書」により通知を受けた

内容のとおりに行ってください。原則、申請内容の変更はできません。 

ただし、以下のア又はイに該当する場合であって、やむを得ない理由がある

ときに限り変更を認めることがあります。内容・金額等に関わらず、変更の可



 

- 17 - 

能性が生じた時点で、財団担当職員まで直ちにご連絡ください。 

なお、手続にあたっては、変更承認申請書（第３号様式）を提出の上、財団

の承認を受けることが必要です。 

     ア 助成事業の内容、実施期間の変更をしようとするとき 

※実施期間の変更は、助成対象期間の範囲内での変更に限ります。 

イ 助成対象経費について、１区分につき 20％以上の額の変更をしようとする

とき。 

※助成対象経費の区分については、「６助成対象経費」のとおりです。 

※助成対象経費の総額が増額する場合であっても、交付決定額の増額は認めら

れません。 

  ② 助成事業者の名称、所在地、代表者を変更する場合は、財団理事長に届け出

てください（変更内容を証明する書類（履歴事項証明書等）の提出が必要に

なります）。 

 

 (5) 助成事業の中止又は廃止 

   助成事業中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ（中止・廃止）承認申

請書（第５号様式）を提出し、財団理事長の承認を受けてください。 

  ※「助成事業の中止」とは、助成事業実施の一時的な中断を行うものの、助成対

象期間内に助成事業を再開し、かつ、助成対象期間内に助成事業を完了するこ

とをいいます。 

「助成事業の廃止」とは、助成事業の実施を完全に取り止め、再開しないこと

をいいます。廃止の承認を受けた場合は、実績報告書の提出を求める場合があ

ります 。 

 

６ 実績報告書の提出 

  事業が完了したときは、速やかに実績報告時必要書類一覧（別紙２）に記載する

書類を事業が完了した日から３０日以内に財団へ提出してください。 

 

７ 完了検査 

提出された実績報告書に基づき、必要に応じて、財団職員が申請書記載の住所又

は財団指定の場所で完了検査を実施します（現場確認、証拠書類の原本照合等）。訪

問日は財団職員から別途連絡いたします。 

 

８ 助成額の確定 

(1) 実績報告書の審査及び完了検査の結果、事業の成果が交付決定の内容及びこれに

付した条件に適合していると認めたときに助成金の交付額を確定し、確定通知書

（第８号様式）により通知します。  
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(2) 助成金の確定額は、助成対象経費の総額に３分の２を乗じて得た額（千円未満の

端数は切捨て）と交付決定額を比べ低い方の額となります。 

(3)交付額の確定に当たり、事業の実施に伴って収入が発生し、収益が生じる場合

（収入が自主財源分の額を上回る場合）は、収益に相当する額を控除して交付確定額

を算出します。 

 

（例）総事業費 990 万円、助成対象経費 900 万円、事業の実施に伴う収入 500万円  

①助成金の予定額及び自主財源分を算出 

・助成金の予定額：600万円（助成対象経費 900万円×助成率 2/3） 

・自主財源分：390 万円（総事業費 990万円‐助成金の予定額 600万円） 

②収益相当額を算出 

・収益相当額：110万円（事業の実施に伴う収入 500万円‐①により算出した自主財

源分 390万円） 

③交付額を確定 

・交付確定額：490万円（①により算出した助成金の予定額‐②により算出した収益

相当額 110万円） 

 

９ 助成金の請求及び支払  

助成金の確定通知を受けた後、請求書を提出してください。助成金は、請求書提

出後に助成事業者が指定する金融機関に振り込まれます。 

 

 

 

１ 取得財産の管理  

(1) 助成事業で取得した財産については、事業完了後においても、善良な管理者と

しての注意義務及び効果的な運用が義務付けられています。 

(2) 施設、備品等の取扱いについては、管理規程、台帳等を作成するとともに、そ

の管理状況を明確にしてください。 

(3) 取得財産のうち、取得価格又は効用の増加した価格が５０万円（税抜）以上の

ものを、耐用年数以内に助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、担保に供し又は取り壊そうとするときは、事前に取得財産等処分承認

申請書を提出して、財団理事長の承認を受ける必要があります。 

   なお、上記の取得財産をアドベンチャーツーリズムのほか、その他の旅行に使

用する場合、目的外使用とはなりません。 

 (4) (3)で承認をした場合は、別途財団が定める基準により、交付した助成金の全部

又は一部に相当する金額を納付していただく場合があります。（納付額は当該処分

財産に係る助成金額を限度とします。） 

9 その他留意事項 
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２ 関係書類の保存及び検査 

(1) 助成事業に係る関係書類及び帳簿類を整理し、助成事業が完了した日の属する

会計年度の終了後５年間保存してください。 

(2) 財団が助成事業の運営及び経理等の状況について実地検査を行う場合、これに

応じる必要があります。 

 

３ 事業効果の公表  

助成事業の効果について事業終了後も把握のうえ、公表に努めるとともに、財団

理事長が報告を求めた場合は、これに応じる必要があります。 

 

４ 助成金の交付決定の取消し・助成金の返還 

以下のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことがあ

ります。この場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて助

成金を返還していただきます。  

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとした     

 とき。 

(2) 助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき。 

(3) 交付決定を受けた者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人

その他の従業員若しくは構成員を含む。）が暴力団又は暴力団員等（東京都暴力団

排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等）に該当するに至ったとき。 

(4) 申請要件に該当しない事実が判明したとき。 

(5) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は助成金の交付決

定に基づく命令に違反したとき。 

(6) その他、財団が助成事業として不適切と判断したとき。 

 

 

 

１ 調査、PR原稿作成等への協力義務 

・ 東京都及び財団が必要に応じて実施するアンケート調査等に協力してください。 

・ 東京都及び財団が必要に応じて実施する広報・ＰＲ（例：東京観光公式サイト

「GoTokyo」でのイベント情報の発信）の掲載原稿の作成、写真の提供等に協

力してください。 

 

２ 写真の提供 

事業の様子がわかる写真を、原則 JPG形式で、10枚以上、提出してください。 

(1) 東京都及び財団の使用用途 

写真は、事業の事例などとして、対外的な広報物、刊行物に掲載する際に使用

10 調査・広報等の義務 
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する場合があります。あらかじめご了承ください。 

(2) 留意点の東京都及び財団への伝達 

東京都及び財団が写真を掲載するに当たり、著作権上の留意点など（例：版権

を持つ映画会社の承諾が必要など）、注意点があれば併せてお伝えください。 

 

３ 助成事業であることの公表 

ポスター・チラシ・看板・Webサイトなどの広報物には、広報経費が当該助成金の

助成対象か対象外かに関わらず、以下の表示をすることが原則として必要です。 

なお、当該広報物は、原稿をあらかじめ財団に提出し、承認を得た上で、印刷・

公表してください。（当該手続を踏まない場合、助成金の交付決定の一部の経費につ

き、取り消す場合があります） 

 

【掲載文言】 

 

この事業は、「（公財）東京観光財団 アドベンチャーツーリズム推進事業

助成金」を活用して実施しています。 

 

※この文言は変更せず、そのまま掲載してください。 

※文字の大きさは、広報物を見た際に、視認できる文字の大きさとしてくださ

い。 

【文字の大きさの基準】 

Ａ４判の場合、1２ポイント以上を基準とし、紙のサイズに応じてポイント数等を

大きくしてください。（例：Ａ３判はＡ４判の２倍の大きさのため、字も２倍の大

きさとする。） 

 

４ 申請者情報の取り扱いについて 

  申請者情報は、事業の事務連絡や運営管理等のために使用します。また、以下に

より行政機関へ提供します。 

(1)目的 

① 行政機関への事業報告 

② 行政機関からの各種事業案内等 

(2)項目 

氏名、連絡先、当該事業申請書に記載の内容 

(3)手段 

電子データ、プリントアウトした用紙 
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別紙１ 

【申請時必要書類一覧】 

 

Ａ 申請書類 

区     分 留意事項等 

□ 交付申請書（第１号様式） 
原本（実印を押印）1部    

コピー1部 

□ 事業計画書（第１号様式別紙） 
「資金計画」、「営業収支（見 

通し）」を含む。1部 

□ 誓約書（第１号様式の２） 
原本（実印を押印）１部    

コピー１部 

□ 企画書（任意様式） 
補足説明が必要な場合に提出

してください。 

 

Ｂ 添付書類（１部提出） 

区     分 留意事項等 

申請書に関する書類 

□ 

見積書（写） 

（１件 100 万（税込）以上の場合は、２社以

上の見積書が必要。100 万円未満の場合でも

少なくとも１社の見積書が必要） 

「税込」及び「税抜」金額を

記載すること。 

□ 

仕様書（写） 

※工事を行う場合は工事仕様書（写）、機器を

購入する場合は商品のカタログ等も提出 

業者へ見積りを依頼したもの 

仕様内容、数量などを具体的

に定め、内容が明確であるこ

と。 

申請団体に関する書類 

□ 定款又は会則〔規約〕（写） 最新のもの 

□ 役員名簿（写） 最新のもの 

□ 当該年度の事業計画書（写） 総会資料など 

□ 

法人の場合：登記簿謄本（履歴事項全部証明

書）（原本） 

個人事業者の場合：個人事業の開業・廃業等

届出書（写） 

法人の場合：原本・発行後３

か月以内のもの 

□ 
社歴書・団体概要（会社概要、パンフレット

等でも可） 
最新のもの 

□ 

決算関係書類（事業報告書、貸借対照表、損

益計算書、勘定科目内訳明細書等）（写） 

個人事業者の場合：青色申告決算書（写） 

直近 2期分 
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□ 

確定申告書（法人税）の写し 

※税務署の印がある別表１、２及び法人事業

概況説明書の写し 

直近 2期分 

・電子申告の場合はメール詳

細を添付 

・収益事業を行っていない団

体は、所轄庁の受付印のある

直近の事業報告書（事業報告

書、財産目録、貸借対照表、

収支計算書、役員名簿等）を

提出 

□ 

法人の場合：法人代表者印（法人実印）の印

鑑証明書 

個人事業者の場合：個人事業の開業・廃業等

届出書（写） 

 

発行後３か月以内のもの 

※観光協会である場合は不要 

※観光協会以外の法人格を持たな

い団体の場合は、代表者の顔写真

付きの身分証明書の写しも可 

□ 納税証明書（原本） 

① 法人の場合：「法人事業税

及び法人都民税の納税証明書

（都税事務所発行の直近のも

の）」 

※収益事業を行っていない団体

は、法人都民税の納税証明書を提

出 

② 個人事業者で事業税が課税

対象の方：直近の「個人事業

税の納税証明書（都税事務所

発行）」及び代表者の「住民税

納税証明書（区市町村発行）」 

③ 個人事業者で事業税が非課

税の方：代表者の直近の「所

得税納税証明書（その１）ま

たは（※その３）（税務署発

行）」及び「住民税納税証明書

（区市町村発行）」 

※（その３）の場合は発行３か月

以内のもの 

□ 許認可証（写） 

・事業計画の実施の為に法令

上必要な許認可証 

・申請後に取得する場合は実

績報告時に提出 

・交付申請書、誓約書など、押印を要する書類には、印鑑証明書の印（印鑑証明の提

出が必要ではない団体は代表者の実印）を押印してください 。 

・用紙サイズは原則Ａ４で統一し、左上１箇所にクリップ止め（ホッチキス止め不

可）して、上記の項目の順番に並べて提出してください。申請に必要な書類は漏

れなくご準備ください。 
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別紙２ 

【実績報告時必要書類一覧】 

Ａ 実績報告書類 

区     分 留意事項等 

□ 実績報告書（第 7号様式） 

・原本１部 

（様式１と同じ実印を押印） 

・電子データもメールにて提

出 

□ 実施結果報告書（第 7号様式別紙） 

・原本１部 

・電子データもメールにて提

出 

事業費経費別明細を含む。 

【事業費経費別明細について】 

事業費経費別明細には、当事業に

要した全ての経費を記載するこ

と。助成対象外の経費について

も、収入総額と支出総額に基づき

助成額を計算することから、支払

証拠書類の提出は必要。 

※事業の実施に伴う収入があり、

助成を受けることによって収益が

生ずる場合は、助成金の額から収

益相当額を控除することになりま

す 

 

Ｂ 口座情報登録書類 

区     分 留意事項等 

□ 支払金口座情報登録依頼書 
審査後発送される、確定通知

書の受領後に提出。 

 

Ｃ 添付書類 

１ 契約・実施・支出関係書類 

区     分 留意事項等 

契約関係書類 

□ 仕様書（写） 

業者へ見積りを依頼したもの 

を提出すること。 

・仕様内容は、原則、申請内

容と同一であること。また、

仕様内容、数量などを具体的

に定め、内容が明確であるこ

と。 
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□ 見積書（写） 

・１件 100万円（税込）以上の

発注となる場合は２社以上の

見積書が必要。100 万円未満の

場合でも少なくとも１社の見

積書が必要。 

・「税抜」金が分かるように記

載すること。 

□ 契約書又は請書（写） 

・契約内容が、仕様書に定め

てあり、その内容が詳細に確

認できるもの。 

※契約書に定めがないものが

助成金の対象として申請され

た場合、当該契約で購入・設

置されたものか判断できず、

対象外となる場合がありま

す。 

□ 納品書、完了届、工事竣工報告書（写） 

・納品日（完了日）・納品物

（実施内容）及び数量等詳細

が確認できること。 

□ 
行政機関等の検査証等（建築、消防等）

（写） 

使用、工事に際して必要な許

可書等含む 

人材育成費関係 

□ マニュアル等の成果物 作成した場合 

広告関係 

□ 
作成、掲載したパンフレット・チラシ・雑誌

の原本 
 

□ 制作した WEB ページがわかるもの（写） ページのハードコピー等 

□ 掲出したインターネット広告がわかるもの 

報告書、業務完了届等 

リスティング広告の場合は、

キーワード毎の掲載期間、ク

リック数及び平均単価等が確

認できる資料 

□ 実施内容がわかる写真（原本） 
データ（JPG 形式等）でも提出

（１０枚以上） 

□ 配信結果報告書 
Web 広告の配信結果報告書等を

作成した場合 

設備全般（ICT・機器・備品・施設整備） 

□ 実施内容がわかる写真（原本） 

改修工事の場合は工事前後の

様子が分かるもの。 

データ（JPG形式等）でも提出 
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専門家指導費関係 

□ 指導報告書  

□ 履行が確認できる書類 業務完了届、源泉徴収票等 

支出関係書類 

□ 請求書（写） 

本事業の経費である事がわか

る明細（原則、様式第 7号別紙

「事業費経費別明細」と項

目、金額が合致すること） 

□ 口座振込受付書控（写）  

□ 

振込受領書等 

 以下の資料のいずれか 

 ①金融機関発行の振込受領書（振込控も

可）（写） 

 ②インターネットバンキングによる振込を

証明できるもの等（写） 

 

□ 領収書（写）  

 

２ 帳簿類（★は機器・備品等の財産を取得した場合のみ） 

区     分 留意事項等 

支出・収入関係帳簿 

□ 

通帳等 

 以下の資料のいずれか 

 ①普通預金通帳（写） 

 （表紙、口座名義が印刷されているペー

ジ、支払該当部分の３種類） 

 ②当座勘定照合表（支払該当部分）（写） 

口座名義が確認でき、資金移

動が判別できるもの 

※定期預金の解約や金融機関

からの借入をした場合は、

預金計算書、融資計算書等

の写しを含む 

※役員等から借入をした場合

は、借用書、役員会等議事

録（借入に関するもの）、役

員等の個人口座の預金通

帳、口座振込受付書控え等

の写しを含む 

□ 現金出納簿（写）  

□ 勘定元帳（写）  

□ 収入実績がわかる帳簿 
助成対象事業実施に伴う収入

がある場合 

財産関係帳簿 
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□ ★備品台帳（写） 事業完了後に記帳したもの 

□ ★固定資産台帳（写） 事業完了後に記帳したもの 

※「支出関係帳簿」については、確実に支払等が判るように整理をしてください。 

  

３ その他 

区     分 留意事項等 

□ その他必要に応じて提出を依頼するもの  

※ 実績報告書など、押印を要する書類には、印鑑証明書の印（印鑑証明の提出が必要

ではない団体は代表者の実印）を押印してください 。 

※ 上記項目の順番に並べて提出してください。 

※ 完了検査時に原本との照合を行います。 
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